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「救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施に係るメディカルコン

トロール体制の充実強化について」等の一部改正について

救急救命士の気管内チューブによる気道確保については、これまで「救急救

命士の気管内チューブによる気道確保の実施について（平成１６年３月２３日

医政発第０３２３００１号厚生労働省医政局長通知）」、「救急救命士の気管内チ

ューブによる気道確保の実施に係るメディカルコントロール体制の充実強化に

ついて（平成１６年３月２３日消防救第５８号・医政指発第０３２３０７１号

消防庁救急救助課長・厚生労働省医政局指導課長連名通知）」、「救急救命士の気

管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領について（平成

１６年３月２３日医政指発第０３２３０４９号厚生労働省医政局指導課長通

知）」及び「「救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施に係るメディ

カルコントロール体制の充実強化について」等の一部改正について（平成２３

年８月１日消防救第２１７号・医政指発第０８０１第３号消防庁救急企画室

長・厚生労働省医政局指導課長連名通知）」に基づき、円滑な運用を図るようお

願いしてきたところである。

今般、従来の直接声門視認型硬性喉頭鏡では適切な気管挿管が困難である場

合でも、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いることで適切に気道確保を行うことが

できる可能性があることや、救急救命士国家試験の指定試験機関である一般財

団法人日本救急医療財団から発表された「平成２７年度版救急救命士国家試験



出題基準」にビデオ硬性挿管用喉頭鏡に関する項目が追加されたこと等、ビデ

オ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保が救急救命士に求

められる基本的知識及び技能の一つとなってきたことを踏まえ、「救急救命士の

気管内チューブによる気道確保の実施に係るメディカルコントロール体制の充

実強化について」及び「救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施の

ための講習及び実習要領について」について、別添のとおり改正し、本日から

適用することとした。

貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項について御了知の上、救

急救命士制度の円滑な運用を図られたい。

また、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）及

び関係団体に対し、この旨周知願いたい。

記

１ 改正の内容

｢平成２７年度版救急救命士国家試験出題基準｣に「ビデオ硬性挿管用喉頭

鏡」に関する項目が追加されたこと等を踏まえ、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を

用いた気管内チューブによる気道確保に係る内容を含んだカリキュラムを修

了し、第３９回救急救命士国家試験（平成２７年度実施予定）以降の試験に

合格した者についてはビデオ硬性挿管用喉頭鏡に関する基本的知識及び技能

を習得していると想定されるため、「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内

チューブによる気道確保を行うための講習（以下、｢ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

講習｣という。）」の対象外とする。

また、これに伴い、第３８回救急救命士国家試験（平成２６年度実施）以前

の試験合格者については、「気管内チューブによる気道確保のための実習（以

下、｢気管内チューブ実習｣という。）」の前にビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習を受

講することも差し支えないこととする。

２ 留意事項

従来、｢ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保を

行うための実習（以下、｢ビデオ硬性挿管用喉頭鏡実習｣という。）｣を受講する

ためには、その前に気管内チューブ実習等を修了する必要があったところであ

るが、今般の改正により、気管内チューブ実習に引き続いてビデオ硬性挿管用

喉頭鏡実習を行うことが可能となる。ただし、その際には、気管内チューブ実

習について３０症例以上の成功を収め、都道府県メディカルコントロール協議

会から医師の具体的指示下での気管内チューブによる気道確保の実施に係る

認定を受けた後に、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡実習を行うこととする。


